


我が国におけるエネルギーの供給は、石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料が大部分を

占めており、そのほとんどを海外からの輸入に依存しています。一方で、経済活動を制約

することなく、安定的に、環境にやさしいエネルギーを確保していくことが、課題となっ

ています。 

このような状況の中、まずは自然環境の保全に努め、省エネルギーやリサイクルなど環

境にやさしい生活や事業活動を心がけること、そして１つのエネルギー源に頼らず、資源

の枯渇の恐れが少なく、環境への負荷が少ない太陽光などの再生可能エネルギーの導入を

一層進めることにより、持続可能な低炭素社会づくりの実現を目指すことが必要です。 

 

本市では、良好な環境の保全と創造に関する施策を総合的・計画的に推進する上での基

本的な計画として、大津市環境基本条例に基づき、1999（平成 11）年 3 月に「環境基本計

画」を、地球環境保全を推進するための行動計画として 2000（平成 12）年 3 月に「大津市

地球環境保全地域行動計画（アジェンダ２１おおつ）」を策定しました。 

 この計画は 2010（平成 22）年度までの計画期間であったことから、低炭素社会の構築、

循環型社会の形成、生物多様性の保全に対する重要性の高まりなどの状況の変化を踏まえ、

「大津市環境基本計画（第 2 次）」を 2011（平成 23）年 3月に策定しました。「みんなで築

く持続可能な湖都～環境人がひらく大津の未来～」をめざす環境像として、持続可能な社

会の実現に向け様々な施策に取り組んでまいります。 

 

本書は、大津市環境基本条例第１６条に基づき、2020（令和 2）年度における本市の環境

の状況及び環境の保全と創造のため講じた施策などを中心に取りまとめたものです。 

 

 この報告書が、市民一人ひとりの環境の保全と創造の取り組みに向けた資料として役立

ち、子どもたちへ豊かな環境を引き継ぐための大きな力となれば幸いです。 

 

 

2021（令和 3 年）年 12 月 

 

大 津 市 
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